
随意契約の結果
【令和　7年 8月分】コンサルタント業務 独立行政法人都市再生機構西日本支社

公益法人の区分
国所管、都道府県

所管の区分
応札・応募者数

０７－三宮ＣＳ東地区ＪＲ三ノ宮
新駅ビル南デッキ支障物撤去工事
変更図書作成業務

契約担当役
西日本支社長
高原　功
大阪府大阪市北区梅田１－１３－
１

令和7年8月7日

中央復建・安井設計・ＪＲ
ＮＣ設計共同体
大阪府大阪市東淀川区東中
島４－１１－１０

_ 3,357,200円 3,300,000円 98.3％

現在履行中のJR三ノ宮新駅ビル南デッキ支障物撤去工事
において、道路管理者等との協議により、施工条件の見
直しが生じた事から、変更図面の作成が必要となった。
実施設計については、中央復建・安井設計・ＪＲＮＣ設
計共同体が行ったものであり、当該設計者が変更設計等
を実施することで設計内容を一体的に再検討でき、かつ
設計精度が高まる。従って当該設計者と契約することが
有利とみとめられるため、会計規程第５１条第３項第４
号の規程に基づき随意契約を行う。
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契約担当役の氏名及びその
所属する支社等の所在地

契約を締結した日


